安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業の設置等に関する条例
令和8年3月19日
条例第6号
　（設置）
第1条　生活用水その他の浄水を別表に定める給水区域に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条　水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2　水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条  地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2　法第14条の規定に基づき、水道事業の事務を処理させるため、水道部を置く。
３　水道部の主たる事務所は、館山市北条1145番地の1に置く。
(利益の処分)
第4条　事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下｢補てん残額｣という｡)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない｡
2　事業年度末日に企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は、補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達したときは、補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない｡
3　第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる｡
4　前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、当該各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。
　(1)　減債積立金　企業債の償還に充てる目的
　(2)　利益積立金　欠損金をうめる目的
　(3)　建設改良積立金　建設改良工事の資金に充てる目的
5　減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金)
第5条　毎事業年度生じた資本剰余金は、次の各号に掲げる源泉別に当該各号に掲げる科目に積み立てなければならない。
(1)　国庫補助金　償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために交付された国庫補助金
(2)　県補助金　償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために交付された県補助金
(3)　受贈財産評価額　贈与を受けた財産の評価額(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)
(4)　寄附金　償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための寄附金
(5)　工事負担金　償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための工事負担金
(6)　その他資本剰余金　前各号に掲げる科目以外の資本剰余金に属する剰余金とすべきもの
　(欠損の処理)
第6条　法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2　前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条　法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2，000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条　法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が60万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条　水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上、組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
[bookmark: _Hlk206422789][bookmark: _Hlk206422847]第10条　水道事業管理者の権限を行う理事会(以下「管理者」という。)は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに理事会に提出しなければならない。
2　前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)　事業の概況
(2)　経理の状況
(3)　前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3　天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(委任)
第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附　則
　(施行期日)
1　この条例は、令和8年4月1日から施行する。
[bookmark: _Hlk206423468](経過措置)
2　この条例の施行の際、法令、条例等の規定により統合前の事業体の水道事業管理者の権限を行う市長若しくは町長又は企業長(以下「統合前の事業体の管理者」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令、条例等の規定により統合前の事業体の管理者に対してなされた申請その他の行為で、施行日以降においては安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以降における法令、条例等の適用については、管理者のした処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3　水道事業の廃止前の鴨川市水道事業の設置等に関する条例(平成17年鴨川市条例第144号)第9条、南房総市水道事業の設置等に関する条例(平成18年南房総市条例第203号)第10条、鋸南町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鋸南町条例第25号)第7条及び解散前の三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和43年三芳水道企業団条例第5号)第10条に規定する、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの業務の状況を説明する業務状況説明書類については、安房郡市広域市町村圏事務組合の水道事業において提出するものとする。

別表（第1条、第2条関係）
	給水区域
	館山市
	館山、上真倉、下真倉、沼、宮城、笠名、大賀、富士見、北条、新宿、長須賀、八幡、湊、高井、上野原、北条正木、那古、正木、亀ケ原、小原、船形、川名、香、塩見、浜田、
早物、見物、加賀名、波左間、坂田、洲崎、西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、東長田、西長田、大戸、出野尾、岡田、南条、飯沼、古茂口、作名、山荻、畑、神余、大網、安布里、山本、国分、稲、腰越、広瀬、宝貝、水岡、安東、二子、薗、水玉、大井、竹原、江田

	
	鴨川市
	磯村、貝渚、前原、横渚、広場、西町、東町、和泉、東元浜荻飛地、八色、滑谷、打墨、花房、粟斗、太田学、大里、竹平、京田、川代、来秀、池田、太尾、坂東、押切、田原西、江見外堀、江見内遠野、江見西真門、江見東真門、西江見、東江見、江見青木、江見太夫崎、江見吉浦、太海浜、太海、太海西、天面、西山、代、宮、仲町、上、畑、西、東、二子、下小原、上小原、南小町、成川、北小町、主基西、宮山、吉尾西、吉尾平塚、仲、大川面、松尾寺、細野、横尾、寺門、北風原、大幡、大山平塚、釜沼、佐野、奈良林、古畑、金束、平塚、浜荻の一部、天津の一部、内浦の一部、小湊の一部、清澄の一部

	
	南房総市
	富浦町南無谷、富浦町豊岡、富浦町原岡、富浦町多田良、富浦町青木、富浦町深名、富浦町福澤、富浦町宮本、富浦町大津、富浦町手取、富浦町居倉、富浦町丹生、久枝、市部、竹内、高崎、小浦、宮谷、合戸、二部、検儀谷、高崎竹内、平久里中、山田、荒川、川上、井野、吉沢、平久里下、犬掛、平塚、増間、上滝田、下滝田、千代、三坂、上堀、下堀、谷向、海老敷、大学口、山下、川田、明石、本織、府中、池之内、中、御庄、山名、白浜町乙浜、白浜町白浜、白浜町滝口、白浜町根本、千倉町白間津、千倉町大川、千倉町千田、千倉町平磯、千倉町川口、千倉町忽戸、千倉町平舘、千倉町北朝夷、千倉町南朝夷、千倉町大貫、千倉町川戸、千倉町宇田、千倉町瀬戸、千倉町牧田、千倉町白子、千倉町川合、千倉町久保、千倉町北朝夷飛地、白子、安馬谷、峰、久保、古川、加茂、沓見、岩糸、西原、小戸、石堂、珠師ケ谷、石神、前田、丸本郷、石堂原、川谷、御子神、宮下、大井、丸山平塚、和田町花園、
和田町柴、和田町仁我浦、和田町和田、和田町真浦、和田町小川、和田町黒岩、和田町中三原飛地、和田町上三原、和田町小向、和田町布野、和田町磑森、和田町五十蔵、和田町白渚、和田町真浦飛地、和田町下三原、和田町中三原、和田町上三原飛地、和田町松田、和田町海発、和田町沼、和田町石堂、和田町黒岩飛地、和田町白渚飛地

	
	鋸南町
	保田、元名、大帷子、江月、吉浜、大六、小保田、市井原、横根、下佐久間、竜島、勝山、岩井袋、中佐久間、上佐久間、奥山、大崩

	給水人口
	107,700人

	給水量
	計画1日最大給水量
	61,500㎥／日

	
	計画1日平均給水量
	47,700㎥／日



